
 

 

生活保護受給世帯等の子どもを対象とした学習支援事業について 

 

１ 事業の概要 

  生活保護受給世帯等の子どもたちが、家庭環境や経済状況によって、進路の選択肢を

奪われることなく、自らの努力で将来を切り開くことができる環境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支援内容 

  基礎学力の向上、高校進学に向けた取り組み、生活支援、社会体験や居場所づくり、

学習環境の整備等、子どもへの支援に加え、保護者へも助言や情報提供を行います。 

 

 

３ 対象者 

  町田市内に居住する小学校４年生から中学校３年生で、以下のいずれかに該当する者 

  ・生活保護受給世帯（自立支援プログラムによる塾代の支給を受ける世帯を除く。） 

  ・児童扶養手当を全額受給している世帯 

 

 

４ 事業の実施内容 

 

 

２０１８年３月２０日・２２日 
行 政 報 告 資 料 
地域福祉部生活援護課 



５ 事業費 

  事業費合計 ９，３５９千円【国庫補助、補助率１/２】 

  ・委託料、ボランティア謝礼、保険料(受講生及びボランティア)、事務費、旅費等 

 

 

６ 実施スケジュール 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月～３月

学習指導に関す
る打合せ･研修･
指導計画策定

募集･選考
受講生の面談･
個票作成

教室運営･学習指導･個別指導計画作成
事務局との連携

教室開始

（毎週水･土曜日に教室開催）

事業者･ボラン
ティア･実施場所
の決定･契約

受講生及び学習支援員への助言･支援等
事業運営管理,委託料･謝礼の支払い

家庭訪問、保護者
面談、育成相談・
支援

受
講
生

支
援
員

事
務
局


